
確認済表示板改正のお知らせ 

 

平成２７年６月２５日より 

確認済表示板の記載内容が改正されました。  
  
建築士法の一部改正により、確認済表示板の設計者氏名及び工事監理者氏名の欄に記載する事項が 

次のとおり追加されました。  
 

１．設計者及び工事監理者が建築士の場合は、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築 

士の別を併せて記載してください。 

 ２．設計者及び工事監理者が建築士事務所に属している場合には、その者が属している建築士 

事務所の名称及び一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別を併せ 

て記載してください。 

 

 

 

 

                              株式会社トータル建築確認評価センター 

株式会社トータル建築確認評価センター 代表取締役 宇納芳樹 

改正後における設計者及び工事監理者欄の記載例です。 
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